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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
運
用
支
援

日
本
シ
ス
テ
ム
監
査
人
協
会

項
目

質
問
内
容

回
答
（
例
）

評
価

（
◎
○
△
×
）
ア
ド
バ
イ
ス
等
内
容

（
◎
＞
よ
く
対
処
で
き
て
い
ま
す
。
　
　
〇
＞
概
ね
対
処
で
き
て
い
ま
す
。

　
△
＞
○
○
○
に
つ
い
て
△
△
△
す
る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

　
×
＞
○
○
○
に
つ
い
て
対
応
が
必
要
で
す
。
）

1
１
．
規
定

1
-
1
■
基
本
方
針
を
策
定
し
て
い
ま
す
か
？

■
基
本
方
針
を
策
定
し
て
い
る
。

◎
※
基
本
方
針
に
は
、
事
業
者
名
、
関
係
法
令
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
の
遵
守
、
安

全
管
理
措
置
に
関
す
る
事
項
、
質
問
及
び
苦
情
の
窓
口
を
掲
げ
ま
す
。

■
基
本
方
針
を
策
定
す
る
予
定
で
あ
る
。
（
策
定
中
）

○
■
日
本
法
令
や
Ｓ
Ａ
Ａ
Ｊ
等
の
サ
ン
プ
ル
を
参
考
に
策
定
す
る
こ
と
を
お
す
す

め
し
ま
す
。

■
基
本
方
針
を
策
定
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
（
未
実
施
）

△
■
日
本
法
令
や
Ｓ
Ａ
Ａ
Ｊ
等
の
サ
ン
プ
ル
を
参
考
に
策
定
す
る
こ
と
を
お
す
す

め
し
ま
す
。

■
基
本
方
針
を
策
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
。

×
■
個
人
番
号
を
取
扱
う
企
業
で
は
、
策
定
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

日
本
法
令
や
S
A
A
J
等
の
サ
ン
プ
ル
を
参
考
に
し
て
策
定
す
る
こ
と
を
お
す

す
め
し
ま
す
。

■
基
本
方
針
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
す
か
。

－
■
個
人
番
号
を
含
む
特
定
個
人
情
報
を
取
扱
う
上
で
、
企
業
と
し
て
の
取
組

み
の
基
本
と
な
る
も
の
で
す
。
策
定
し
て
お
く
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

■
基
本
方
針
を
策
定
す
る
必
要
は
あ
る
ま
す
か
。

－
■
個
人
番
号
を
含
む
特
定
個
人
情
報
を
取
扱
う
上
で
、
企
業
と
し
て
の
取
組

み
の
基
本
と
な
る
も
の
で
す
。
策
定
し
て
お
く
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

2
1
-
2
■
社
外
に
、
基
本
方
針
を
公
開
・
公
表
し
て
い
ま
す
か
？

■
社
外
に
公
開
・
公
表
し
て
い
る
。

（
具
体
的
に
は
？
）

・
会
社
案
内
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

・
Ｈ
Ｐ
／
会
社
の
fa
c
e
b
o
o
k等

・
そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

◎
※
基
本
方
針
の
公
開
は
必
須
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
社
外
に
公
開
・
公
表
す
る
予
定
で
あ
る
。
（
準
備
中
）

○
■
他
社
の
公
開
・
公
表
内
容
を
参
照
し
て
公
開
。
公
表
す
る
と
よ
い
で
し
ょ

う
。

■
社
外
に
公
開
・
公
表
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
（
未
実
施
）

△
■
他
社
の
公
開
・
公
表
内
容
を
参
考
に
し
て
公
開
・
公
表
す
る
と
よ
い
で
し
ょ

う
。

■
社
外
に
公
開
・
公
表
す
る
つ
も
り
は
な
い
。

×
■
問
合
せ
が
あ
っ
た
際
に
は
、
速
や
か
に
提
示
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。

■
社
外
に
公
開
・
公
表
す
る
必
要
は
あ
る
の
で
す
か
。

－
■
公
開
・
公
表
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
問
合
せ
が
あ
っ
た
際
に
は
、

速
や
か
に
提
示
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

3
1
-
3
■
社
内
に
、
基
本
方
針
を
公
開
・
公
表
し
て
い
ま
す
か
？

■
社
内
に
公
開
・
公
表
し
て
い
る
。

（
具
体
的
に
は
？
）

・
個
人
番
号
の
取
得
の
際
に
、
通
達
に
て
公
表

・
社
内
報
・
社
内
連
絡
等
で
公
表

・
社
内
の
○
○
○
に
掲
示
し
て
公
開
し
て
い
る
。

（
○
○
○
：
掲
示
場
所
）

・
そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

◎
※
基
本
方
針
は
公
開
・
公
表
し
、
従
業
者
に
周
知
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

■
社
内
に
公
開
・
公
表
す
る
予
定
で
あ
る
。
（
準
備
中
）

○
■
掲
示
場
所
や
公
開
・
公
表
方
法
に
つ
い
て
は
、
従
業
員
へ
周
知
徹
底
で

き
る
よ
う
に
検
討
し
ま
し
ょ
う
。

■
社
内
に
公
開
・
公
表
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
（
未
実
施
）

△
■
掲
示
場
所
や
公
開
・
公
表
方
法
に
つ
い
て
は
、
従
業
員
へ
周
知
徹
底
で

き
る
よ
う
に
検
討
し
ま
し
ょ
う
。
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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
運
用
支
援

日
本
シ
ス
テ
ム
監
査
人
協
会

項
目

質
問
内
容

回
答
（
例
）

評
価

（
◎
○
△
×
）
ア
ド
バ
イ
ス
等
内
容

（
◎
＞
よ
く
対
処
で
き
て
い
ま
す
。
　
　
〇
＞
概
ね
対
処
で
き
て
い
ま
す
。

　
△
＞
○
○
○
に
つ
い
て
△
△
△
す
る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

　
×
＞
○
○
○
に
つ
い
て
対
応
が
必
要
で
す
。
）

■
社
内
に
公
開
・
公
表
す
る
つ
も
り
は
な
い
。

×
■
個
人
情
報
を
含
む
特
定
個
人
情
報
を
取
扱
う
上
で
、
企
業
と
し
て
の
取
組

み
を
全
従
業
員
に
周
知
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

■
社
内
に
公
開
・
公
表
す
る
必
要
は
あ
る
の
で
す
か
。

－
■
従
業
員
等
の
個
人
番
号
を
取
扱
う
業
務
を
行
う
上
で
必
要
で
す
。
企
業
と

し
て
の
取
組
み
を
全
従
業
員
に
周
知
さ
せ
る
た
め
に
、
社
内
で
の
公
開
・
公

表
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

4
1
-
4
■
個
人
番
号
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
程
集
は
制
定
し
ま
し
た

か
？

　
　
（
取
得
、
利
用
、
提
供
、
保
存
、
廃
棄
等
に
つ
い
て
）

■
特
定
個
人
情
報
取
扱
規
程
を
制
定
し
、
そ
の
な
か
で
、
取
得
、
利

用
、
提
供
、
保
存
、
廃
棄
等
を
規
程
し
て
い
る
。

◎
・

■
特
定
個
人
情
報
取
扱
規
程
を
制
定
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。

（
作
成
中
）
そ
の
中
で
、
取
得
、
利
用
、
提
供
、
保
存
、
廃
棄
等
を
規
程

す
る
予
定
で
あ
る
。

○
■
日
本
法
令
や
Ｓ
Ａ
Ａ
Ｊ
等
の
サ
ン
プ
ル
を
参
考
に
作
成
す
る
こ
と
を
お
す
す

め
し
ま
す
。

■
特
定
個
人
情
報
取
扱
規
程
を
制
定
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
（
未
実

施
）
そ
の
中
で
、
取
得
、
利
用
、
提
供
、
保
存
、
廃
棄
等
を
規
程
す
る
つ

も
り
で
あ
る
。

△
■
日
本
法
令
や
Ｓ
Ａ
Ａ
Ｊ
等
の
サ
ン
プ
ル
を
参
考
に
作
成
す
る
こ
と
を
お
す
す

め
し
ま
す
。

■
個
人
番
号
の
取
得
、
利
用
、
提
供
、
保
存
、
廃
棄
等
の
取
扱
業
務

に
つ
い
て
の
個
々
の
規
程
を
制
定
し
て
い
る
。

◎
・

■
個
人
番
号
の
取
得
、
利
用
、
提
供
、
保
存
、
廃
棄
等
の
取
扱
業
務

に
つ
い
て
の
個
々
の
規
程
を
制
定
す
る
予
定
で
あ
る
。
（
作
成
中
）

○
■
日
本
法
令
や
Ｓ
Ａ
Ａ
Ｊ
等
の
サ
ン
プ
ル
を
参
考
に
作
成
す
る
こ
と
を
お
す
す

め
し
ま
す
。

■
個
人
番
号
の
取
得
、
利
用
、
提
供
、
保
存
、
廃
棄
等
の
取
扱
業
務

に
つ
い
て
の
個
々
の
規
程
を
制
定
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
（
未
実
施
）

△
■
日
本
法
令
や
Ｓ
Ａ
Ａ
Ｊ
等
の
サ
ン
プ
ル
を
参
考
に
作
成
す
る
こ
と
を
お
す
す

め
し
ま
す
。

■
特
定
個
人
情
報
取
扱
に
関
す
る
規
程
集
を
制
定
す
る
つ
も
り
は
な

い
。

×
■
個
人
情
報
を
含
む
特
定
個
人
情
報
の
取
扱
い
が
的
確
に
行
わ
れ
る
よ
う

に
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

■
特
定
個
人
情
報
取
扱
に
関
す
る
規
程
集
と
し
て
ど
の
く
ら
い
作
成
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
わ
か
ら
な
い
。

－
■
日
本
法
令
や
Ｓ
Ａ
Ａ
Ｊ
等
の
サ
ン
プ
ル
を
参
考
に
作
成
す
る
こ
と
を
お
す
す

め
し
ま
す
。

■
個
人
番
号
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
程
集
を
制
定
す
る
必
要
は
あ
る

の
で
す
か
。

－
■
個
人
情
報
を
含
む
特
定
個
人
情
報
の
取
扱
い
が
的
確
に
行
わ
れ
る
よ
う

に
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

5
２
．
シ
ス
テ
ム
利
用

2
-
1
■
個
人
番
号
は
、
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
管
理
し
て
い
ま
す
か
？

■
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ソ
フ
ト
を
利
用
し
て
は
い
な
い
。

－
※
必
ず
し
も
、
外
部
に
委
託
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ソ
フ
ト
を
利
用
し
て
い
る
。

（
具
体
的
に
は
？
）

・
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ソ
フ
ト
名
：
○
○
○

・
そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

－
・

■
自
社
専
用
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
い
る
。

（
具
体
的
に
は
？
）

・
開
発
元
＞
自
社
内
：
○
○
部
門
　
　
　
又
は
　
社
外
：
○
○

・
そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

－
・

＜
補
足
＞

・
Ｐ
Ｃ
環
境
（
シ
ス
テ
ム
構
成
：
ス
タ
ン
ド
ア
ロ
ン
、
サ
ー
バ
／
ク
ラ
イ
ア
ン

ト
、
等
）
（
ア
ク
セ
ス
制
御
：
ＩＤ
、
パ
ス
ワ
ー
ド
設
定
の
有
無
、
操
作
担
当

者
の
限
定
、
等
）
等
に
つ
い
て
は
、
別
途
、
質
問
す
る
。

5



日本システム監査人協会

監査者用シート

（回答＆評価　記入用紙）
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日本システム監査人協会

項目

回答

評価

評価

◎

○

△

×

－

－■基本方針を策定する必要はあるますか。

■個人番号を含む特定個人情報を取扱う上で、企業
としての取組みの基本となるものです。策定しておく
ことをおすすめします。

１．規定

1-1■基本方針を策定していますか？

アドバイス等内容
※基本方針には、事業者名、関係法令・ガイドライン
等の遵守、安全管理措置に関する事項、質問及び苦
情の窓口を掲げます。

■日本法令やＳＡＡＪ等のサンプルを参考に策定する
ことをおすすめします。

回答（例）

■基本方針を策定している。

■基本方針を策定する予定である。（策定中）

■日本法令やＳＡＡＪ等のサンプルを参考に策定する
ことをおすすめします。

■個人番号を取扱う企業では、策定しておくことが必
要です。
日本法令やSAAJ等のサンプルを参考にして策定す
ることをおすすめします。
■個人番号を含む特定個人情報を取扱う上で、企業
としての取組みの基本となるものです。策定しておく
ことをおすすめします。

質問内容

※※　＜　参照　＞　※※

・

■基本方針を策定するつもりである。（未実施）

■基本方針を策定するつもりはない。

■基本方針とはどのようなものですか。

37



日本システム監査人協会

項目

回答

評価

評価

◎

○

△

×

－

■社外に公開・公表する予定である。（準備中）

■他社の公開・公表内容を参照して公開。公表する
とよいでしょう。

１．規定

質問内容

1-2■社外に、基本方針を公開・公表していますか？

・

※※　＜　参照　＞　※※
回答（例） アドバイス等内容

■社外に公開・公表している。
（具体的には？）
・会社案内パンフレット
・ＨＰ／会社のfacebook等
・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※基本方針の公開は必須ではありません。

■社外に公開・公表するつもりである。（未実施）

■他社の公開・公表内容を参考にして公開・公表す
るとよいでしょう。

■社外に公開・公表するつもりはない。

■問合せがあった際には、速やかに提示できるよう
にしておく必要があります。

■社外に公開・公表する必要はあるのですか。

■公開・公表する必要はありませんが、問合せが
あった際には、速やかに提示できるようにしておく必
要があります。
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日本システム監査人協会

項目

回答

評価

評価

◎

○

△

×

－

■社内に公開・公表するつもりである。（未実施）

■掲示場所や公開・公表方法については、従業員へ
周知徹底できるように検討しましょう。

■社内に公開・公表するつもりはない。

■個人情報を含む特定個人情報を取扱う上で、企業
としての取組みを全従業員に周知させる必要があり
ます。

■社内に公開・公表する必要はあるのですか。

■従業員等の個人番号を取扱う業務を行う上で必要
です。企業としての取組みを全従業員に周知させる
ために、社内での公開・公表が必要となります。

■社内に公開・公表する予定である。（準備中）

■掲示場所や公開・公表方法については、従業員へ
周知徹底できるように検討しましょう。

１．規定

質問内容

1-3■社内に、基本方針を公開・公表していますか？

・

※※　＜　参照　＞　※※
回答（例） アドバイス等内容

■社内に公開・公表している。
（具体的には？）
・個人番号の取得の際に、通達にて公表
・社内報・社内連絡等で公表
・社内の○○○に掲示して公開している。
（○○○：掲示場所）
・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※基本方針は公開・公表し、従業者に周知する必要
があります。
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日本システム監査人協会

項目

回答

評価

評価

◎

○

△

◎

○

△

×

－

－
■個人番号の取扱いに関する規程集を制定する必
要はあるのですか。

■個人情報を含む特定個人情報の取扱いが的確に
行われるようにしておくことが必要です。

■個人番号の取得、利用、提供、保存、廃棄等の取
扱業務についての個々の規程を制定するつもりであ
る。（未実施）

■日本法令やＳＡＡＪ等のサンプルを参考に作成する
ことをおすすめします。

■特定個人情報取扱に関する規程集を制定するつ
もりはない。

■個人情報を含む特定個人情報の取扱いが的確に
行われるようにしておくことが必要です。

■特定個人情報取扱に関する規程集としてどのくら
い作成しなければならないのかわからない。

■日本法令やＳＡＡＪ等のサンプルを参考に作成する
ことをおすすめします。

■特定個人情報取扱規程を制定するつもりである。
（未実施）その中で、取得、利用、提供、保存、廃棄
等を規程するつもりである。

■日本法令やＳＡＡＪ等のサンプルを参考に作成する
ことをおすすめします。

■個人番号の取得、利用、提供、保存、廃棄等の取
扱業務についての個々の規程を制定している。

・

■個人番号の取得、利用、提供、保存、廃棄等の取
扱業務についての個々の規程を制定する予定であ
る。（作成中）

■日本法令やＳＡＡＪ等のサンプルを参考に作成する
ことをおすすめします。

■特定個人情報取扱規程を制定することを予定して
いる。（作成中）その中で、取得、利用、提供、保存、
廃棄等を規程する予定である。

■日本法令やＳＡＡＪ等のサンプルを参考に作成する
ことをおすすめします。

１．規定

質問内容

1-4■個人番号の取扱いに関する規程集は制定しました
か？
　　（取得、利用、提供、保存、廃棄等について）

・

※※　＜　参照　＞　※※
回答（例） アドバイス等内容

■特定個人情報取扱規程を制定し、そのなかで、取
得、利用、提供、保存、廃棄等を規程している。

・
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回答者用シート

運用状況確認（質問）用紙
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質
問
シ
ー
ト

日
本
シ
ス
テ
ム
監
査
人
協
会

項
　
目

質
　
問
　
内
　
容

ご
　
回
　
答
　
内
　
容

評
価

1
１
．
規
定

1
-
1
■
基
本
方
針
を
策
定
し
て
い
ま
す
か
？

・

2
1
-
2
■
社
外
に
、
基
本
方
針
を
公
開
・
公
表
し
て
い
ま
す
か
？

・

3
1
-
3
■
社
内
に
、
基
本
方
針
を
公
開
・
公
表
し
て
い
ま
す
か
？

・

4
1
-
4
■
個
人
番
号
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
程
集
は
制
定
し
ま
し
た

か
？

　
　
（
取
得
、
利
用
、
提
供
、
保
存
、
廃
棄
等
に
つ
い
て
）

・

5
２
．
シ
ス
テ
ム
利
用

2
-
1
■
個
人
番
号
は
、
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
管
理
し
て
い
ま
す
か
？

＜
補
足
＞

・
Ｐ
Ｃ
環
境
（
シ
ス
テ
ム
構
成
：
ス
タ
ン
ド
ア
ロ
ン
、
サ
ー
バ
／
ク
ラ
イ
ア
ン

ト
、
等
）
（
ア
ク
セ
ス
制
御
：
ＩＤ
、
パ
ス
ワ
ー
ド
設
定
の
有
無
、
操
作
担
当

者
の
限
定
、
等
）
等
に
つ
い
て
は
、
別
途
、
質
問
し
ま
す
。

・

6
３
．
外
部
委
託

3
-
1
■
個
人
番
号
利
用
事
務
等
を
外
部
に
委
託
し
て
し
ま
す
か
？

・

1
0
5



質
問
シ
ー
ト

日
本
シ
ス
テ
ム
監
査
人
協
会

項
　
目

質
　
問
　
内
　
容

ご
　
回
　
答
　
内
　
容

評
価

7
４
．
対
象
の
範
囲

4
-
1
■
個
人
番
号
を
記
載
す
る
法
定
様
式
書
類
の
洗
出
し
は
済
ん
で

い
ま
す
か
？

・

8
4
-
2
■
個
人
番
号
を
記
載
す
る
社
内
様
式
書
類
の
整
備
は
済
ん
で
い

ま
す
か
？

・

9
５
．
事
務
の
範
囲

5
-
1
■
個
人
番
号
を
取
り
扱
う
事
務
の
範
囲
を
明
確
に
し
て
い
ま
す

か
？

（
関
連
：
6
-
5
、
6
-
6
　
個
人
番
号
事
務
取
扱
担
当
者
の
特
定
）

（
関
連
：
9
-
1
　
特
定
個
人
情
報
の
利
用
範
囲
の
特
定
）

・

1
0

5
-
2
■
個
人
番
号
取
扱
事
務
一
覧
表
を
作
成
し
て
い
ま
す
か
？

・

1
1

5
-
3
■
業
務
フ
ロ
ー
は
作
成
し
て
い
ま
す
か
？

（
取
得
、
保
管
、
利
用
、
提
供
、
廃
棄
）

・

1
2

5
-
4
■
個
人
番
号
取
扱
事
務
一
覧
表
に
記
載
の
な
い
個
人
番
号
関
係

事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
個
人
番
号
を
取
り
扱
う
必
要
が
生
じ
た
場

合
、
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
か
？

・

1
0
6
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マ
イ

ナ
ン

バ
ー

蘊
奥

要
件

一
覧

日
本

シ
ス

テ
ム

監
査

人
協

会

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

運
用

要
件

一
覧

P
(計

画
）

D
(実

行
）

C
(チ

ェ
ッ

ク
）
/
A

（
ア

ク
シ

ョ
ン

）

事
前

準
備

取
得

保
管

利
用

（
書

類
の

作
成

）
委

託
提

供
（
書

類
の

提
出

）
廃

棄
監

査
/
見

直
し

安
全

管
理

措
置

組
織

的
・
基

本
方

針
の

策
定

・
定

期
的

な
運

用
状

況
の

確
認

（
監

査
）
と

見
直

し
・
業

務
範

囲
の

明
確

化
・
取

得
の

記
録

・
保

管
の

記
録

・
利

用
の

記
録

・
提

供
の

記
録

・
廃

棄
の

記
録

・
特

定
個

人
情

報
範

囲
の

明
確

化
・
委

託
の

記
録

（
委

託
先

へ
の

提
供

の
記

録
）

・
責

任
者

、
担

当
者

の
選

出 ・
規

定
/
手

順
/
様

式
の

策
定 ・
従

業
員

へ
の

周
知

人
的

・
従

業
員

と
の

機
密

保
持

契
約

・
従

業
員

へ
の

定
期

的
な

教
育

と
確

認
・
担

当
者

の
教

育
（
計

画
、

実
施

記
録

）
・
担

当
者

の
監

督
・
担

当
者

の
監

督
・
担

当
者

の
監

督
・
担

当
者

の
監

督
・
担

当
者

の
監

督
・
担

当
者

へ
の

定
期

的
な

教
育

と
確

認
・
保

管
期

間
の

確
認

・
委

託
先

と
の

機
密

保
持

契
約

・
委

託
先

の
監

督
（
報

告
書

、
監

査
）

・
委

託
先

の
利

用
状

況
の

確
認

・
保

管
期

間
の

確
認

物
理

的
・
管

理
区

域
の

特
定

/
制

・
管

理
区

域
の

制
限

・
管

理
区

域
の

制
限

・
業

務
区

域
の

特
定

/
制

・
業

務
区

域
の

制
限

・
施

錠
（
管

理
区

域
）

・
持

ち
出

し
専

用
入

れ
物

・
シ

ュ
レ

ッ
ダ

ー
・
施

錠
（
金

庫
/
キ

ャ
ビ

ネ
ッ

ト
等

）
・
入

退
室

の
記

録
・
破

壊
・
入

退
室

記
録

の
確

認

・
盗

難
防

止
（
P

C
/
メ

モ
・
廃

棄
の

記
録

技
術

的
＜

情
報

シ
ス

テ
ム

＞
＜

情
報

シ
ス

テ
ム

＞
・
ウ

ィ
ル

ス
対

策
・
ID

/
P

W
ア

ク
セ

ス
・
ID

/
P

W
ア

ク
セ

ス
・
P

W
設

定
・
削

除
ソ

フ
ト

・
ア

ク
セ

ス
制

御
（
ロ

グ
イ

ン
）

・
暗

号
化

・
暗

号
化

・
H

D
D

初
期

化

・
ア

ク
セ

ス
制

御
（
フ

ォ
ル

ダ
ー

/
フ

ァ
イ

ル
）

・
漏

え
い

防
止

（
ウ

ィ
ル

ス
対

策
ソ

フ
ト

）
（
フ

ァ
イ

ア
ウ

ォ
ー

ル
）

・
削

除
の

記
録

・
ID

利
用

ル
ー

ル
（
１

人
１

ID
）

規
定

/
手

順
/
様

式 ★
基

本
方

針
★

業
務

規
程

/
業

務
手

順
書

★
業

務
規

程
/
業

務
手

順
書

★
業

務
規

程
/
業

務
手

順
書

★
特

定
個

人
情

報
の

取
扱

に
関

す
る

覚
書

★
業

務
規

程
/
業

務
手

順
書

★
業

務
規

程
/
業

務
手

順
書

★
業

務
規

程
/
業

務
手

順
書

★
組

織
図

（
表

）
/
体

制
図

（
表

）
★

利
用

目
的

通
知

書
（
兼

個
人

番
号

提
出

依
頼

書
）

・
保

管
記

録
（
様

式
）

・
利

用
記

録
（
様

式
）

・
委

託
記

録
（
様

式
）

・
提

出
記

録
（
様

式
）

・
廃

棄
記

録
（
様

式
）

・
監

査
/
見

直
し

記
録

・
責

任
区

分
/
業

務
分

掌
★

特
定

個
人

情
報

申
出

書
兼

確
認

書
（
様

式
）

1
2
0



本人確認とは 日本システム監査人協会

＜本人確認とは＞

●「必要情報」－－－（顔）－（個人番号）－（氏名）

（※本人（その顔を持つの人）と個人番号（さらに氏名、住所等）とを結びつける作業である。）
（※生体認証として顔情報を使い、本人確認を行う。）

【★重要ポイント：本人（顔）と本人確認資料（顔写真）との照合を行うこと。】

◎「本人（顔）」－－－－－－－－－－（氏名）－（生年月日）－（住所）

◎「特定個人情報（届出書）」－－－－（氏名）－（生年月日）－（住所）

◎「本人確認資料（運転免許証等）」－（氏名）－（生年月日）－（住所）－（顔写真）

△「本人確認資料（履歴書）」－－－－（氏名）－（生年月日）－（住所）－（顔写真）

×「本人確認資料（健康保険証等）」－（氏名）－（生年月日）－（住所）

----------------------------------------
【注意：本人との直接面談をしない場合】
　　　　（個人番号取得書類が本人から他の誰にも見られずに担当者に送付されるような場合）

　※本人の顔の確認が行われない。
　※直接面談をしないので、本人確認資料の顔写真が別の人物になっているような間違いがあっても、
　　見つけることができないことが考えられる。
　※履歴書等の顔写真を添付してある資料を併用して本人確認を行う必要がある。
----------------------------------------

◎「個人番号確認資料（通知書カード）」－－－－－（個人番号）－（氏名）－（住所）－（生年月日）

◎「個人番号＆本人確認資料（個人番号カード）」－（個人番号）－（氏名）－（住所）－（生年月日）－（顔写真）

（※個人番号カードでは個人番号確認と本人確認を同時に行うことができる。）
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個人番号取扱事務一覧 日本システム監査人協会

分類 No. 個人番号を取り扱う事務 作業区分 書類（様式）等　　　（■：法定、○：社内） 様式No.

(1) マイナンバーの取扱いのための整備 安全管理 ○組織図（体制図）
○名簿（責任者、担当者）
○取扱場所、保管場所
○方針、規程、手順書等

○変更記録

(2) マイナンバー取得に関する事務 取得 ○（マイナンバー利用目的通知書）
○（マイナンバー届出書）

○（マイナンバー取得記録：届出書受理記録）

(3) 雇用保険の届出等に関する事務

（平成２７年１月１日より施行）

利用（作成）
提供（提出）

■雇用保険被保険者資格取得届

○（マイナンバー利用・提供記録：届出書作成
記録、届出書提出記録）

①

利用（作成）
提供（提出）

■雇用保険被保険者資格喪失届

○（マイナンバー利用・提供記録）

②

(4) 高年齢者の雇用継続等に関する事務 取得
利用（作成）
提供（提出）

■高年齢者雇用継続給付資格確認票・（初回）
高年齢者雇用継続給付申請書

○（マイナンバー利用・提供記録）

【参考】
■高年齢者雇用継続給付申請書（＜２回目以
降、マイナンバー記載なし）

(5) 育児休業等に関する事務 取得
利用（作成）
提供（提出）

■育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児
休業給付金支給申請書

○（マイナンバー利用・提供記録）

(6) 介護休業等に関する事務 取得
利用（作成）
提供（提出）

■介護休業給付金支給申請書

○（マイナンバー利用・提供記録）

(7) 雇用保険等のマイナンバー廃棄・削除に関
する事務

廃棄・削除 ○（マイナンバー廃棄・削除記録）

(8) 取得
利用（作成）
提供（提出）

■健康保険・厚生年金保険　被保険者資格取
得届

○（マイナンバー届出書）
○（マイナンバー取得・利用・提供記録）

未

（③）

利用（作成）
提供（提出）

■健康保険・厚生年金保険　被保険者資格喪
失届

○（マイナンバー利用・提供記録）

未

（④）

利用（作成）
提供（提出）

■健康保険被扶養者（異動）届（※）

○（マイナンバー利用・提供記録）

未

（⑤）

(9) 国民年金第３号被保険者の届出等に関す
る事務

（平成２９年１月１日より施行）

取得
利用（作成）
提供（提出）

■国民年金第３号被保険者　資格取得・種別
変更・種別確認（３号該当）・資格喪失・死亡・氏
名・生年月日・性別変更（訂正）・被扶養配偶者
該当　届（※）

○（マイナンバー届出書）
○（マイナンバー取得・利用・提供記録）

未

（⑤）

(10) 健康保険・公正年金保険等のマイナンバー
廃棄・削除に関する事務

廃棄・削除 ○（マイナンバー廃棄・削除記録）

(11) ■給与所得者の扶養控除等（移動）申告書

■従たる給与についての扶養控除等（移動）申
告書

■保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告
書

雇
用
保
険
関
連

健
康
保
険
・
厚
生
年
金
保
険
関
連

健康保険・厚生年金保険届出等に関する
事務

（平成２９年１月１日より施行）

給与・賞与・年末調整の所得税源泉徴収等
に関する事務（扶養控除等（移動）申告書、
従たる給与についての扶養控除等（移動）
申告書、保険料控除申告書兼配偶者特別
控除申告書を従業員が提出する事務）

利用（作成）
提供（提出）
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個人番号取扱事務一覧 日本システム監査人協会

分類 No. 個人番号を取り扱う事務 作業区分 書類（様式）等　　　（■：法定、○：社内） 様式No.

(12) ■給与所得の源泉徴収票

■支払報告書

(13) ■退職所得の源泉徴収票

○（マイナンバー利用・提供記録）

■退職所得の受給に関する申告書

○（マイナンバー利用・提供記録）

■退職所得の特別徴収票

○（マイナンバー利用・提供記録）

■退職手当金等受給者別支払調書

○（マイナンバー利用・提供記録）

(14) 源泉徴収票等のマイナンバー廃棄・削除に
関する事務

廃棄・削除 ○（マイナンバー廃棄・削除記録）

(15) 当社が報酬等を支払った講師、弁護士、税
理士、社会保険労務士等における、報酬、
料金、契約金及び賞金の支払調書の作成・
提出に関する事務

取得
利用（作成）
提供（提出）

■支払調書

○（マイナンバー利用目的通知書）
○（マイナンバー届出書）
○（マイナンバー取得記録：届出書受理記録）

○（マイナンバー利用・提供記録）

(16) 当社が配当等を支払った株主における、配
当、剰余金の分配及び基金利息の支払調
書の作成・提出に関する事務配当金

取得
利用（作成）
提供（提出）

■支払調書

○（マイナンバー利用目的通知書）
○（マイナンバー届出書）
○（マイナンバー取得記録：届出書受理記録）

○（マイナンバー利用・提供記録）

(17) 当社が賃料等を支払った不動産賃貸人に
おける、不動産の使用料等の支払調書の
作成・提出に関する事務配当金

取得
利用（作成）
提供（提出）

■支払調書

○（マイナンバー利用目的通知書）
○（マイナンバー届出書）
○（マイナンバー取得記録：届出書受理記録）

○（マイナンバー利用・提供記録）

(18) 当社が不動産等の譲渡対価を支払った者
における、不動産等の譲受けの対価の支
払調書の作成・提出に関する事務配当金

取得
利用（作成）
提供（提出）

■支払調書

○（マイナンバー利用目的通知書）
○（マイナンバー届出書）
○（マイナンバー取得記録：届出書受理記録）

○（マイナンバー利用・提供記録）

(19) 当社が不動産等の売買又は貸付けのあっ
せん手数料を支払った者における、不動産
等の売買又は貸付けのあっせん手数料の
支払調書の作成・提出に関する事務配当
金

取得
利用（作成）
提供（提出）

■支払調書

○（マイナンバー利用目的通知書）
○（マイナンバー届出書）
○（マイナンバー取得記録：届出書受理記録）

○（マイナンバー利用・提供記録）

(20) 支払調書等のマイナンバー廃棄・削除に関
する事務

廃棄・削除 ○（マイナンバー廃棄・削除記録）

(21) 財産形成非課税年金貯蓄・住宅貯蓄に関
する事務

利用（作成）
提供（提出）

■財産形成非課税年金貯蓄・住宅貯蓄申込書

○（マイナンバー利用・提供記録）

(22) 財産形成非課税年金貯蓄・住宅貯蓄等の
マイナンバー廃棄・削除に関する事務

廃棄・削除 ○（マイナンバー廃棄・削除記録）

財
形
貯
蓄
関
連

源
泉
徴
収
関
連

源泉徴収票の作成、提出に関する事務（給
与報告書を含む）

退職所得の源泉徴収票の作成、提出に関
する事務（退職所得の受給に関する申告
書、退職所得の特別徴収票の作成・提出、
退職手当金等受給者別支払調書の作成・
提出含をむ）

利用（作成）
提供（提出）

支
払
調
書

（
報
告
書

）
関
連
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